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号　　外

平成 15 年

4 月15日（火曜日）

一

規
　
　
則

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関

す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
環
境
・
水
政
策
課
）

一

告
　
　
示

○
平
成
十
三
年
香
川
県
告
示
第
百
九
十
号
（
鳥
獣
の
保
護
繁
殖
上
一
般
に
支
障
が
な
い
と
認

め
ら
れ
る
行
為
）
の
廃
止
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
環
境
・
水
政
策
課
）

一
五

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
六
十
四
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規

則

（
香
川
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
香
川
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
香
川
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
五
条
環
境
・
水
政
策
課
の
項
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
　
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行

に
関
す
る
こ
と
。

（
香
川
県
自
然
海
浜
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
香
川
県
自
然
海
浜
保
全
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
香
川
県
規
則
第
八
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十

九
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
許
可

（
香
川
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
香
川
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
香
川
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
七
の
項
イ
中
「
鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
七
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第

八
条
の
八
第
一
項
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八

十
八
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
規
則
第
三
十
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

第
一
条
中
「
鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
七
年
法
律
第
三
十
二
号
」
を
「
鳥
獣
の
保
護

及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
」
に
、
「
鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ

関
ス
ル
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
五
十
四
号
）
及
び
鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法

律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
百
八
号
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
九
十
一
号
）
及
び
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
八
号
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
鳥
獣
捕
獲
等
許
可
申
請
書
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
第

一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
鳥
獣
に
よ
る
生
活
環
境
、
農
林
水
産
業
又
は
生
態
系
に
係
る
被
害
の
防
止
の
目
的
で
行
う
鳥
獣

の
捕
獲
等
又
は
鳥
類
の
卵
の
採
取
等
（
以
下
「
有
害
鳥
獣
捕
獲
」
と
い
う
。
）
の
場
合
　
第
一
号

様
式

規

則
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二

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
愛
が
ん
飼
養
」
を
「
愛
が
ん
の
た
め
の
飼
養
」
に
、
「
鳥
獣
を
捕
獲
す

る
」
を
「
行
う
鳥
獣
の
捕
獲
又
は
鳥
類
の
卵
の
採
取
の
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
鳥
獣
を
捕
獲
し
、

又
は
鳥
類
の
卵
を
採
取
す
る
」
を
「
行
う
鳥
獣
の
捕
獲
等
又
は
鳥
類
の
卵
の
採
取
等
の
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
有
害
鳥
獣
駆
除
を
目
的
と
し
て
法
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
有
害
鳥
獣
捕
獲
を
す
る
た

め
法
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
省
令
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
証
明
書
と

す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
鳥
獣
捕
獲
許
可
申
請
者
（
従
事
者
）
名
簿
」
を
「
鳥
獣
捕
獲
等
許
可
申

請
者
（
従
事
者
）
名
簿
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
鳥
獣
の
捕
獲
」
を
「
有
害
鳥
獣
捕
獲
」
に
、
「

有
害
鳥
獣
駆
除
依
頼
書
」
を
「
有
害
鳥
獣
捕
獲
依
頼
書
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
有
害
鳥
獣
駆
除
の
目
的
で
」
を
「
有
害
鳥
獣
捕
獲
に
係
る
」
に
、
「
、
駆
除
」
を
「
、

捕
獲
等
又
は
採
取
等
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
有
害
鳥
獣
駆
除
」
を
「
有
害
鳥
獣
捕
獲
」
に
、
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第

九
条
第
一
項
」
に
、
「
し
た
と
き
は
、
同
条
第
三
項
の
許
可
証
」
を
「
し
た
と
き
、
又
は
同
条
第
八
項

の
従
事
者
証
を
交
付
す
る
と
き
は
、
同
条
第
七
項
の
許
可
証
又
は
当
該
従
事
者
証
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
を
捕
獲
し
よ
う
」
を
「
の
捕
獲
等
を
し
よ
う
」
に
、
「
第
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
九

条
第
七
項
」
に
、「
捕
獲
目
的
」
を
「
捕
獲
等
の
目
的
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
を
削
り
、
第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰

り
下
げ
る
。

第
十
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
第
十
一
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
公
聴

会
の
運
営
）
」
を
付
す
る
。

第
九
条
を
第
十
条
と
し
、
第
八
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
第
一
条
ノ
三
第
五
項
又
は
第
一
条
ノ
五
第
六
項
（
法
第
一
条
ノ
六
第
二
項
、
第

八
条
ノ
三
第
九
項
及
び
第
八
条
ノ
八
第
四
項
」
を
「
第
七
条
第
四
項
（
法
第
十
二
条
第
五
項
及
び
第
十

四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
八
条
第
六
項
（
法
第
二
十
九
条
第
四

項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
鳥
獣
の
保
護
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
行
為
）

第
七
条
　
法
第
二
十
九
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
知
事
が
定
め
る
鳥
獣
の
保
護
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら

れ
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
　
知
事
が
指
定
す
る
水
面
以
外
の
水
面
の
埋
立
て
又
は
干
拓
で
、
総
面
積
が
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下

で
あ
る
も
の

二
　
単
木
択
伐
、
木
竹
の
本
数
に
お
い
て
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
間
伐
又
は
保
育
の
た
め
の
下
刈

り
若
し
く
は
除
伐

三
　
次
に
掲
げ
る
工
作
物
の
設
置

イ
　
住
宅
及
び
こ
れ
に
附
属
す
る
工
作
物

ロ
　
ベ
ン
チ
、
く
ず
か
ご
、
水
槽
又
は
墓
碑

ハ
　
炭
焼
小
屋
、
作
業
小
屋
又
は
幕
舎

ニ
　
自
家
用
水
道
の
送
水
施
設
又
は
自
家
用
発
電
の
送
電
施
設

ホ
　
そ
の
面
積
が
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
休
憩
所
又
は
停
留
所

ヘ
　
そ
の
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
内
の
展
望
台

ト
　
そ
の
延
長
が
五
百
メ
ー
ト
ル
以
内
の
歩
道

チ
　
そ
の
高
さ
が
三
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
長
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
内
の
公
園
遊

戯
施
設

リ
　
そ
の
面
積
が
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
公
衆
便
所

ヌ
　
そ
の
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
面
積
が
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

仮
工
作
物

ル
　
災
害
復
旧
又
は
人
命
保
護
の
た
め
の
緊
急
を
要
す
る
応
急
工
作
物

ヲ
　
そ
の
延
長
が
五
百
メ
ー
ト
ル
以
内
の
道
路
（
軌
道
を
含
む
。
）
の
改
修
の
た
め
の
工
作
物

ワ
　
自
然
木
を
利
用
し
た
仮
設
軽
索
道

カ
　
既
存
工
作
物
に
附
属
す
る
工
作
物
で
あ
っ
て
、
そ
の
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
り
、
か

つ
、
そ
の
面
積
が
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の

第
十
五
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
鳥
獣
保
護
員
）

第
十
六
条
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
鳥
獣
保
護
事
業
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
補

助
さ
せ
る
た
め
香
川
県
鳥
獣
保
護
員
（
以
下
「
鳥
獣
保
護
員
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。
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三

２
　
鳥
獣
保
護
員
は
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
に
関
す
る
知
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
任

命
す
る
。

３
　
鳥
獣
保
護
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
鳥
獣
保
護
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の

残
任
期
間
と
す
る
。

４
　
鳥
獣
保
護
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
書
類
の
様
式
等
）

第
十
七
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
省
令
第
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
従
事
者
証
の
交
付
の
申
請
書
　
第
六
号
様
式

二
　
省
令
第
七
条
第
九
項
、
第
十
五
条
第
五
項
、
第
四
十
八
条
第
五
項
又
は
第
六
十
五
条
第
九
項
に

規
定
す
る
許
可
証
等
の
再
交
付
の
申
請
書
　
第
七
号
様
式

三
　
省
令
第
七
条
第
十
二
項
若
し
く
は
第
十
三
項
、
第
十
五
条
第
七
項
、
第
五
十
条
又
は
第
六
十
五

条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
等
の
亡
失
の
届
出
書
　
第
八
号
様
式

四
　
省
令
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
猟
法
の
許
可
の
申
請
書
　
第
九
号
様
式

五
　
省
令
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
保
護
地
区
内
に
お
け
る
行
為
の
許
可
の
申
請
書

第
十
号
様
式

六
　
省
令
第
四
十
八
条
第
四
項
又
は
第
六
十
五
条
第
八
項
に
規
定
す
る
住
所
等
の
変
更
の
届
出
書

第
十
一
号
様
式

２
　
省
令
第
七
条
第
十
項
若
し
く
は
第
十
一
項
又
は
第
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
第
十

一
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
九
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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四

第１号様式（第２条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

鳥 獣 捕 獲 等 許 可 申 請 書

年　　月　　日

香川県知事　殿

注　氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可を受けたいので、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する

法律第９条第２項の規定により申請します。

住　　　所

職　　　業
(名　　称)

氏　　　名
＊代表者　　　　　　　　　　　　　　　

ほか　　名（別紙名簿のとおり）

生 年 月 日 年　　　月　　　日

電 話 番 号

捕獲等又は採取等の目的 鳥 獣 に よ る 生 活 環 境 、 農 林 水 産 業
又 は 生 態 系 に 係 る 被 害 の 防 止

捕獲等又は採取等の期間 年　　月　　日から　　　年　　月　　日まで

捕獲等又は採取等の区域

捕 獲 等 を す る 鳥 獣 又 は
採取等をする鳥類の卵の
種 類 及 び 数 量

捕獲等又は採取等の方法

捕獲等又は採取等をした後の
処　　　　　　　　　　　置

省令第7条第１項第７号に規
定する場合に該当するとき
は、その場所の位置、名称及
び 理 由

狩猟免許の種類並びに狩猟免
状の番号及び交付年月日 猟免許　　　　　号　　　年　　　月　　　日

銃器を使用する場合は、当該
銃器の所持について現に受け
ている許可に係る銃砲所持許
可 番 号 及 び 許 可 年 月 日

号　　　年　　　月　　　日

有害鳥獣による被害者本人が
捕獲等又は採取等をしようと
する場合は、その被害状況

印



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

（
号
外
）

五

第２号様式（第２条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

鳥 獣 捕 獲 等 許 可 申 請 書

年　　月　　日

香川県知事　殿

注　氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取の許可を受けたいので、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律

第９条第２項の規定により申請します。

住　　　所

職　　　業

氏　　　名

生 年 月 日 年　　　月　　　日

電 話 番 号

捕 獲 又 は 採 取 の 目 的 愛 が ん の た め の 飼 養

捕 獲 又 は 採 取 の 期 間 年　　月　　日から　　　年　　月　　日まで

捕 獲 又 は 採 取 の 区 域

捕 獲 す る 鳥 獣 又 は
採 取 す る 鳥 類 の 卵 の
種 類 及 び 数 量

捕 獲 又 は 採 取 の 方 法

捕獲又は採取をした後の処置

省令第７条第１項第７号に規
定する場合に該当するとき
は、その場所の位置、名称及
び 理 由

申請者の属する世帯において
現に飼養している鳥獣の種類
及 び 数 量

申請日以前５年の間に愛がん
のための飼養を目的として法
第９条第１項の許可を受けた
ことがある場合は、当該許可
に係る鳥獣の種類及び数量

印



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

（
号
外
）

六

第３号様式（第２条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

鳥 獣 捕 獲 等 許 可 申 請 書

年　　月　　日

香川県知事　殿

注　氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可を受けたいので、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する

法律第９条第２項の規定により申請します。

住　　　所

職　　　業
(名　　称)

氏　　　名
＊代表者　　　　　　　　　　　　　　　

ほか　　名（別紙名簿のとおり）

生 年 月 日 年　　　月　　　日

電 話 番 号

捕獲等又は採取等の目的

捕獲等又は採取等の期間 年　　月　　日から　　　年　　月　　日まで

捕獲等又は採取等の区域

捕 獲 等 を す る 鳥 獣 又 は
採取等をする鳥類の卵の
種 類 及 び 数 量

捕獲等又は採取等の方法

捕獲等又は採取等をした後の
処　　　　　　　　　　　置

省令第7条第１項第７号に規
定する場合に該当するとき
は、その場所の位置、名称及
び 理 由

狩猟免許の種類並びに狩猟免
状の番号及び交付年月日 猟免許　　　　　号　　　年　　　月　　　日

銃器を使用する場合は、当該
銃器の所持について現に受け
ている許可に係る銃砲所持許
可 番 号 及 び 許 可 年 月 日

号　　　年　　　月　　　日

学術研究を目的とする場合
は、研究の事項及び方法

印



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

（
号
外
）

七

住
　
　
　
　
　
　
所

第
４
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）

鳥
獣
捕
獲
等
許
可
申
請
者
（
従
事
者
）
名
簿

注
　
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

職
業

氏
　
　
　
　
名

生
年
月
日

鳥
獣
又
は
鳥

類
の
卵
の
種

類
及
び
数
量

捕
獲
等

又
は
採

取
等
の

方
　
法

捕
獲
等

又
は
採

取
等
を

し
た
後

の
処
置

狩
　
猟
　
免
　
許

銃
器
を
使
用
す
る
場
合

許
　

可

年
月
日

種
類

番
　
号

交
　

付

年
月
日

許
　
可
　

番
　
号

年
月

日
年

月
日

年
月

日

銃
器
の

種
　
類

備
　
　
考

年
月

日
年

月
日

年
月

日

年
月

日
年

月
日

年
月

日

年
月

日
年

月
日

年
月

日

年
月

日
年

月
日

年
月

日

年
月

日
年

月
日

年
月

日

年
月

日
年

月
日

年
月

日

年
月

日
年

月
日

年
月

日

年
月

日
年

月
日

年
月

日

年
月

日
年

月
日

年
月

日

年
月

日
年

月
日

年
月

日

年
月

日
年

月
日

年
月

日

印



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

（
号
外
）

八

第５号様式（第２条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

有 害 鳥 獣 捕 獲 依 頼 書

年　　月　　日

住　　　所

職　　　業
(名　　称)

氏　　　名
＊代表者　　　　　　　　　　　　　　

印

注　氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

次のとおり有害鳥獣捕獲を依頼します。

被 依 頼 者

捕獲等又は
採 取 等 を
依 頼 す る
鳥 獣 又 は
鳥 類 の 卵

種　　類

数　　量

区 域 又 は 場 所

期 間

被 害 状 況

依 頼 す る 理 由

住 所

職 業

氏 名 ＊ほか　　　　名

生 年 月 日 年　　　　月　　　　日

年　　　月　　　日から　　　年　　　月　　　日まで



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

（
号
外
）

九

第６号様式（第17条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

従 事 者 証 交 付 申 請 書

年　　月　　日

香川県知事　殿

注　氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

従事者証の交付を受けたいので、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第９条第８項の規定に

より申請します。

主たる事務所
の 所 在 地

名　　　　称

代表者の氏名

捕獲等又は採取等に係
る 許 可 証 の 番 号

捕獲等又は採取等に従事する者

住　　　　　所 職　業 氏　　　　名 生　年　月　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

印



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

（
号
外
）

一
〇

第７号様式（第17条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

許 可 証 等 再 交 付 申 請 書

年　　月　　日

香川県知事　殿

注１　該当する項目の□に、レ印を付けてください。
２　氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

許可証等の再交付を受けたいので、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の規定により申請し

ます。

住　　　　所

職　　　　業
（名　　　称）

氏　　　　名

生 年 月 日

＊代表者

年　　月　　日

香川県証紙欄
（消印してはならない。）

許 可 証 等 の 種 類
□許可証　　　□従事者証　　　　□指定猟法許可証

□狩猟免状　　□狩猟者登録証　　□狩猟者記章

番 号

交 付 年 月 日 年　　　　　　月　　　　　　日

再 交 付 の 理 由

印



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

（
号
外
）

一
一

第８号様式（第17条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

許 可 証 等 亡 失 届 出 書

年　　月　　日

香川県知事　殿

注１　該当する項目の□に、レ印を付けてください。
２　氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

許可証等を亡失したので、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則の規定により届け出

ます。

住　　　　　所

氏　　　　　名
法人にあって
は、名称及び
代表者の氏名

生　年　月　日 年　　　月　　　日

許 可 証 等 の 種 類
□許可証　　　□従事者証　　　　□指定猟法許可証

□狩猟免状　　□狩猟者登録証　　□狩猟者記章

番 号

交 付 年 月 日 年　　　　　　月　　　　　　日

亡 失 年 月 日 年　　　　　　月　　　　　　日

印



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

（
号
外
）

一
二

第９号様式（第17条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

指 定 猟 法 許 可 申 請 書

年　　月　　日

香川県知事　殿

注　氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

指定猟法により鳥獣の捕獲等をしたいので、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条第４

項の許可を申請します。

住　　　所

職　　　業

氏　　　名

生 年 月 日 年　　　月　　　日

電 話 番 号

指 定 猟 法 の 種 類

指定猟法によらなければ
な ら な い 理 由

捕 獲 等 の 目 的

捕 獲 等 の 期 間 年　　月　　日から　　　年　　月　　日まで

捕 獲 等 の 区 域

捕 獲 等 を す る 鳥 獣 の
種 類 及 び 数 量

学術研究を目的とする場合
は、研究の事項及び方法

印



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

（
号
外
）

一
三

氏　　　　　名
法人にあって
は、名称及び
代表者の氏名

第10号様式（第17条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

鳥獣保護区特別保護地区内における行為の許可申請書

年　　月　　日

香川県知事　殿

注　氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

鳥獣保護区特別保護地区内における行為の許可を受けたいので、鳥獣の保護及び狩猟の適正

化に関する法律第29条第８項の規定により申請します。

住　　　　　所

電　話　番　号

行　　為　　の　　種　　類

行　　為　　の　　目　　的

行　　為　　の　　場　　所

行為の場所及びその付近の状
況（木竹の伐採にあっては、
伐採しようとする木竹の樹
齢、樹種別本数及び材積を含
む。）

行為の施行方法（鳥獣の保護
及び狩猟の適正化に関する法
律施行令第１条各号に掲げる
行為にあっては、その行為の
方法）

行為の着手及び完了の予定日
着　　　手 年　　　　月　　　　日

完　　　了 年　　　　月　　　　日

他 法 令 の 措 置 状 況

第
九
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

印



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

（
号
外
）

一
四

第11号様式（第17条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

住　所　等　変　更　届　出　書

年　　月　　日

香川県知事　殿

注１　該当する項目の□に、レ印を付けてください。
２　氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

住所、氏名等の変更をしたので、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律又は鳥獣の保護及び狩

猟の適正化に関する法律施行規則の規定により届け出ます。

住　　　所

職　　　業
(名　　称)

氏　　　名 ＊代表者

生 年 月 日 年　　　月　　　日

狩 猟 免 状 等 の 種 類 □狩猟免状　　　　□狩猟者登録証　　　　□許可証
□従事者証　　　　□指定猟法許可証

番 号

交 付 年 月 日

変 更 前

年　　　　月　　　　日

変 更 後

変 更 の 年 月 日

変 更 の 理 由

年　　　　月　　　　日

印



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

（
号
外
）

一
五

（
香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
を
定
め
る
規

則
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
を
定
め

る
規
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
規
則
第
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
三
の
項
中
「
鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
七
年
法
律
第
三
十
二
号
」
を
「

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
」
に
、
「
鳥
獣
保

護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
百
八
号
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び

狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
八
号
」
に
、
「
鳥
獣
保
護

及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
施
行
細
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
」

に
、
「
有
害
鳥
獣
駆
除
」
を
「
鳥
獣
に
よ
る
生
活
環
境
、
農
林
水
産
業
又
は
生
態
系
に
係
る
被
害
の
防

止
の
目
的
」
に
改
め
、
同
項
イ
か
ら
ホ
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ
　
法
第
九
条
第
七
項
に
規
定
す
る
許
可
証

ロ
　
法
第
九
条
第
八
項
に
規
定
す
る
従
事
者
証

ハ
　
省
令
第
七
条
第
一
項
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
申
請
書

ニ
　
省
令
第
七
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
返
納
に
係
る
許
可
証
及
び
従
事
者
証

ホ
　
規
則
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
腕
章

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号

平
成
十
三
年
香
川
県
告
示
第
百
九
十
号
（
鳥
獣
の
保
護
繁
殖
上
一
般
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
行

為
）
は
、
平
成
十
五
年
四
月
十
五
日
限
り
廃
止
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

告

示



平
成
十
五
年
四
月
十
五
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

（
号
外
）

十
六

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/


